
抜本的な改革に取り組まず、現行の経営体制・手法を継続する理由及び現在の経営状況・経営戦略等における
中長期的な将来見通しを踏まえた、今後の経営改革の方向性

公営企業法を適用してから２年間しか経過していないことに加え、令和６年度末で経営戦略を改定し、今まで以上に効率
的で健全な経営を図っていくため。
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現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性
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